
福島県インターンシップ実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 本要綱は、県が大学、短期大学及び高等専門学校（以下「大学等」という。）

からの要請により、大学等の学生をインターンシップによる実習生（以下「実習生」と

いう。）として受け入れるために必要な事項について定める。 

 

（目的） 

第２条 県は、職業意識の向上と将来における職業選択に必要な社会経験が得られるよ

う、県庁内及び出先機関において就業体験の機会を学生に提供することで、県行政に対

する理解を深め本県のイメージアップを図ることを目的とする。 

 

（対象者） 

第３条 実習生は、次の基準を満たす者とする。 

 (1) 福島県職員への採用を希望している者 

 (2) 実習意欲が高く、品行方正で服務規律を遵守することが確実である者として、大

学等が責任を持って推薦する者 

２ 看護師、社会福祉士等の資格取得に必要な実習については、本要綱の対象外とする。 

 

（受入れの手続） 

第４条 県の機関において学生の実習を希望する大学等は、福島県知事（以下「知事」

という。）に対し様式１により実習の申込みを行うものとする。 

２ 知事は、本要綱の趣旨を勘案して実習生の受入れの可否及び受け入れる所属を決定

し、その結果を様式２により当該大学等の代表者へ通知する。 

３ 知事は、受入れの可否を判断するために必要な実習生に関する情報を大学等へ請求

することができる。 

 

（受け入れる所属の役割） 

第５条 実習生を受け入れる所属の所属長は、実習の円滑かつ効果的な実施を図るため、

当該所属内において、実習担当者を指名する。 

２ 実習担当者は、実習の内容、期間等について様式３により実習プログラム計画書を

実習の１週間前までに実習生及び実習生が在籍する大学等の代表者へ送付する。 

３ 実習担当者は、実習生が在籍する大学等の代表者から実習結果等についての報告を

求められたときは、これを作成し、実習生が在籍する大学等の代表者及び総務部人事課

長（以下、「人事課長」という。）に報告書等を提出する。 

 

（実習時期及び期間） 

第６条 本要綱の対象となる実習時期は、７月から９月までの期間内において原則２週

間以内とし、大学等と協議の上決定する。 

 

（実習時間） 

第７条 実習時間は、原則として月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１

５分までとする。ただし、知事が必要と認める場合には、実習時間を変更することがで

きる。 

 

 

 



（報酬等） 

第８条 県は、実習生に対して、報酬・賃金、居住地から実習場所までの交通費、食費

その他実習に伴ういかなる経済的負担も行わない。 

 

（服務） 

第９条 実習生は、実習時間中は専ら所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めなけ

ればならない。 

２ 実習生は、実習時間中、福島県職員が遵守すべき法令、条例等及び情報セキュリテ

ィポリシー、インターンシップの実施に係る情報セキュリティ実施手順等並びに実習先

の所属の長及び実習担当者の指導、指示等に従わなければならない。 

３ 実習生は、実習により知り得た情報（公開されているものを除く。）を漏らしては

ならない。実習終了後においても同様とする。 

４ 実習生は、実習の成果として論文等を外部へ発表等する場合には、事前に実習担当

者及び人事課長の承認を得なければならない。 

５ 実習生は、病気等のため予定されていた実習を受けることができない場合には、あ

らかじめ実習担当者にその旨連絡しなければならない。やむを得ない場合は、事後速や

かに実習担当者にその旨連絡しなければならない。 

 

（実習の中止） 

第１０条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実習を中止するこ

とができる。 

 (1) 実習生が第９条の規定による服務義務に従わない場合その他の実習を継続するこ

とが困難であるとき。 

 (2) 実習を継続することにより業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。 

 (3) 実習の目的を達成することが困難であると認められるとき。 

２ 知事は、前項の規定により、実習を中止する場合は、その旨を当該実習生が在籍す

る大学等の代表者に通知するものとする。 

 

（事故責任等） 

第１１条 実習生又は実習生が在籍する大学等の代表者は、実習中の事故に備え、傷害

保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応し

なければならない。 

２ 実習生及び実習生が在籍する大学等の代表者は、実習生が故意又は過失をもって本

要綱の規定に反する行為により、福島県又は第三者に対して損害を与えた場合は、これ

らに対して連帯して責任を負わなければならない。 

 

（雑則） 

第１２条 本要綱に定めるもののほか、実習に関し必要な事項は、別途定める。 

 

 附則 

 この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２７年５月１日から施行する。 

 この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。 

この要綱は、令和６年６月５日から施行する。 

この要綱は、令和７年５月２１日から施行する。 



様式１

令和　年　月　日

福島県知事

インターンシップ実習生の受入れについて（依頼）

【本件における責任者】 【事務担当者】

第1 第2 第3

通知 等送 付先 （ 郵 便 番 号 ）

（ 電 話 ）

ふりがな氏名

（ 住 所 ）

（郵便番号）

氏 名

（ 住 所 ）

代 表 者 氏 名

代 表 者 職 名

学 校 名

所 在 地

氏 名職 名

所 属 名 所 属 名

職 名

連 絡 先

　「福島県インターンシップ実施要綱」の内容を理解の上で、本学の学生をインターンシップによる実習生として推薦したいので、「福島県インターンシップ実施
要綱」第４条第１項の規定により以下のとおり申し込みます。

（ E-mail ）

番号
実習希望先

E-mail学年学科学部



様式２ 

番         号 

令和  年  月  日 

 

 （ 申 込 者 ） 様 

 

福 島 県 知 事 

（ 公 印 省 略 ） 

 

インターンシップ実習生の受入れについて（通知） 

 令和  年  月  日付けで申込みのあったこのことについて、下記のとおり決定し

ましたので、「福島県インターンシップ実施要綱」第４条第２項の規定により通知します。 

記 

１ 決定内容 

  貴職から申込みのあったインターンシップ実習生につきましては、 

   以下のとおり受け入れます。 

   今回は残念ながら受け入れることはできません。 

 

２ 受入先等 

  別紙一覧のとおり。 

  ※実習プログラム等の詳細については、別途実習生本人に通知しますのであらかじめ

御承知おきください。 

 

連絡事項 

（１）実習プログラムの送付 

実習の１週間前までに受入所属から「実習プログラム計画書」を、貴職及び実習生

本人へお送りいたします。 

（２）受入先への事前連絡 

受入所属から送付される「実習プログラム計画書」の受領後、速やかに実習生本人

から実習担当者へ電話連絡（平日の8:30～17:15）し、実習に関する指示を受けるよう、

貴職から実習生に対して御指導願います。 

（３）インターンシップ実施要綱の遵守 

実習生に対し、「福島県インターンシップ実施要綱」の内容について必ず遵守する

よう御指導願います。 

 

 



様式２（別紙）
大学名

氏名 学部 学科 学年
実施計画

No.
所属名

受入先受入学生

No. 受入期間



 

様式３ 

実習プログラム計画書 

 

実習生学校・氏名               

受 入 所 属                       

実 習 期 間                       

     ふりがな 

実習担当者職氏名               

実習担当者連絡先               

 

実 習 月 日 実  習  内  容 担当等 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 実習最終日に提出を求めるレポートの課題 

 


